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中部地域ＳＩｅｒ連携会 会則 

 

 

沿革 制定 令和 3年 10月 26日 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

 第１条 本会則は、「中部地域ＳＩｅｒ連携会」の運営等に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（名称） 

 第２条 本会の名称は「中部地域ＳＩｅｒ連携会」（以下、「本会」という。）とする。 

 

（本会の目的） 

 第３条 本会は、中部地域に本社または事業所を持つロボットシステムインテグレータ

（以下「ロボット SIer」という。）の事業基盤強化と中小企業の生産性向上に寄与するた

め、会員企業の連携促進と技術・技能の向上を目的とする。 

 

（事業） 

 第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）ロボット SIer業界内のネットワーク構築事業 

（２）ロボット SIerの事業基盤強化事業 

（３）ロボット SIerの専門性の高度化事業 

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（事務局） 

第５条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 

 ２ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める 

 

 

第２章 会員 

 

（会員資格） 

 第６条 本会は、本会の事業に賛同する団体で構成し、次の会員種別を置く。 



2 

 

（１）正会員は、中部地域（愛知県・岐阜県・三重県・石川県・富山県）のいずれかの

県内に事業所を有し、システムインテグレーション業を目的とする法人及びこ

れらの者を構成員とする団体 

（２）賛助会員は、前号に該当しない者であって、本会の目的に賛同し、その事業に協

力しようとする法人及びこれらのものを構成員とする団体 

 ２ 前項に掲げる会員種別の基準及び付与される資格は、理事会の決議をもって別に定め

る。 

 

（経費の負担） 

 第７条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及

び毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。なお、納入された会費

は、いかなる理由においても返還しない。 

 

（入会） 

 第８条 本会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を本会会長に提出し、理事会

の承認を得なければならない。 

 

（任意退会） 

 第９条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会

することができる。 

 

（除名） 

 第１０条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上で

あって、総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名

することができる。 

  （１）本会の会則その他の規則に違反したとき 

  （２）本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

  （３）その他除名すべき正当な事由があるとき 

 ２ 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除

名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（会員資格の喪失） 

 第１１条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪

失する。 

  （１）第７条の支払義務を１年以上履行しなかったとき 

  （２）総会員が同意したとき 
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  （３）会員である法人が解散、または破産したとき 

 

（会員資格の喪失に伴う権利及び義務） 

 第１２条 会員が前３条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、

義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

 ２ 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納めた会費は返還しない。 

 

 

第３章 役員 

 

（役員） 

 第１３条 本会は、次の役員を置く。 

  （１）理事    3名以上 9名以内 

  （２）監事    3名以内 

 ２ 理事のうち、1名を会長とし、副会長及び専務理事をそれぞれ1名おくことができる。 

 ３ 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。 

 ４ 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

 ５ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ６ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 ７ 役員は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する決議

は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上にあたる多数を

もって行わなければならない。 

 

（職務） 

 第１４条 役員は、理事会を構成し、法令、定款および本会則の定めるところにより、職

務を執行する。 

２ 会長は、本会を代表し、会務を総括する 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代行する 

４ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する 

５ 理事は、理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する 

６ 監事は、理事の職務や会計を監査する 

 

 

第４章 総会 
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（総会） 

 第１５条 総会は、正会員をもって構成する 

 ２ 総会は、毎会計年度に１回以上開催し、会長が招集し、議長となる。 

 ３ 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する基本的事項につ

いて審議し決定する。 

 ４ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めるところにより理事が議長を務める。 

 ５ 総会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的

である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

 ６ 総会における議決権は、正会員１名につき、１個とする。 

 

（定足数及び議決） 

 第１６条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

 ２ 総会の議事は、会員のうち出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところとする。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議

決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

  （１）会員の除名 

  （２）監事の解任 

  （３）定款の変更 

  （４）解散及び残余財産の処分 

  （５）合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 

  （６）基本財産の処分 

  （７）その他法令又は定款で定める事項 

 

（書面表決等） 

 第１７条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事

項について、書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の

行使を委任することができる。 

 ２ 前項における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。 

 

 

第５章 理事会・部会等 

 

（理事会） 

 第１８条 本会に、幹事会を置く。 
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 ２ 理事会は、本会が行う事業計画を企画・運営する。 

 ３ 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 ４ 議長は会長が務めるものとする。 

 ５ 理事会は、毎年２回以上開催する。 

 ６ 前項に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（部会等） 

 第１９条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため理事会の下に部会等を設けることができ

る。 

 ２ 部会等は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。 

 ３ 部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 

 

（参与） 

 第２０条 本会に、必要に応じて参与を置くことができる。 

 ２ 参与は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、会長及び理事会に対して意見を述べ

るとともに、本会が行う事務の執行に助力する。 

 ３ 参与は、本会の目的の遂行に関し専門的な見識を持つ者の中から、本会の内外を問わ

ず選定するとともに、その者ごとに職責を定め、理事会の議決により会長が委嘱する。 

 ４ 参与の任期は第１３条第３項の規定を準用する。 

 

 

第６章 会費・会計 

 

（経費） 

 第２１条 本会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 

 

（会計年度等） 

 第２２条 本会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日迄とする。 

２ 本会の事業年度も、また同様とする。 

 

（事業計画及び収支予算） 

 第２３条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、

会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。 

 ２ 前項の事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議を経て承認を得なければな

らない。 
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（事業報告及び決算） 

 第２４条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、理事会及び総会の承認を受けなければならない。 

   （１）事業報告 

   （２）決算報告（貸借対照表、損益計算書を含む報告書） 

 

附 則 

 １ この会則は、本会設立日の令和３年１０月２６日から施行する。 


